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Ⅰ．放射線障害防止法の主要改正点
放射線障害防止法の主要改正点を概観します。

【ポイント】

１．規制対象下限値への国際標準の取り入れ
◆ 国際原子力機関(IAEA)などの国際機関が共同で策定した「国際基本安全基
準」で提唱されている免除レベルを下限数量（旧「定義数量」）として導
入。

◆ 規制対象下限値の国際標準は、線量基準（通常の使用：年間10μSv 事故
時１ｍSv）と様々な被ばく経路（シナリオ）を設定し、核種ごとに算出した
数値基準（規制を免除する核種ごとの放射能 (Bq)、放射能濃度 (Bq/g)）

◆ 密封された放射性同位元素については、多くの核種で下限数量が小さくな
ることから、設計認証・特定設計認証制度を創設し、安全性を損なうことな
く合理的な放射性同位元素装備機器の使用を可能にした。

２．安全性の一層の向上
◆ 主要許可使用者の安全管理を確認する定期確認制度を創設。
◆ 放射線取扱主任者の定期講習制度を創設。
◆ 定期検査の対象を合理的に見直し。

３．廃棄物埋設処分の規定の整備
◆ 廃棄物埋設処分のための規定を整備。

４．販売業・賃貸業の届出制化
◆ 販売業・賃貸業を許可制から届出制に改める。

【用語】
※今回の改正に伴い事業者の呼称が次のとおり定められています。

《旧法》 《新法》
許可使用者、届出使用者の総称 使用者 → 許可届出使用者
廃棄業者 廃棄業者 → 許可廃棄業者
販売業者 販売業者 → 届出販売業者
賃貸業者 賃貸業者 → 届出賃貸業者
施設検査・定期検査の対象者 → 特定許可使用者（新設）
設計認証・特定設計認証を受けた者 → 認証機器製造者等（新設）
表示付認証機器の使用の届出をした者 → 表示付認証機器届出使用者

（新設）
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Ⅱ．規制対象下限値への国際標準の取り入れ

１．下限数量の改正
（令第１条、数量告示第１条）

【趣旨・背景】
①下限数量として国際標準を取り入れる。
②下限数量を超えているかどうかを判断する単位を明確化する。

【ポイント】
①放射性同位元素の下限数量として核種ごとに数量を定める。
・「国際基本安全基準」で提唱されている免除レベルを下限数量として定める（原
子炉等規制法の対象核種であるウラン、プルトニウム、トリウムは除く。）。

・「国際基本安全基準」で定められていない核種については、同様の計算方法によ
り英国放射線防護庁が算出した免除レベルを下限数量として定める。

・英国放射線防護庁が算出した核種のうち、Sm-147については、使用の実態を踏ま
えた被ばく評価を行い、天然の組成比と同等の濃度を定める。（Sm-147は、磁石
等に用いられているサマリウム中に含まれている。被ばく評価の結果、使用の実
態が放射線障害防止上問題のないものに限定されていることに伴う特例。）

・上記に含まれていない核種については、アルファ核種とそれ以外に分けて、下限
数量を定める。この下限数量は、それぞれに属する核種について、「国際基本安
全基準」及び英国放射線防護庁が定めている免除レベルのうち最も厳しい値を下
限数量として定める。

（数量告示別表第１）

②下限数量を超えているかどうかを判断する単位を明確化する。

数量 （濃度）

密封された放射性同位 線源１個（通常、１式又は１組で用いるも 線源１個
元素 のは、１式又は１組）

密封されていない放射 事業所全体 容器１個
性同位元素

（数量告示第１条）

③核種が２種類以上の場合の下限数量を超えているかどうかの判断
・核種が２種類以上のときは、核種ごとの数量の規制対象下限値（数量告示別表第
１で核種ごとに定めた数量。）に対する割合の和が１を超える場合に、下限数量
を超えているものとして規制対象とする。

（数量告示第１条）

【補足】
①数量と濃度について
・数量と濃度の双方が規制対象下限値（数量告示別表第１で核種ごとに定めた数量
及び濃度。）を超える場合に規制対象となります。数量又は濃度の一方が規制対
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象下限値（同前）の数量又は濃度以下の場合は規制対象とはなりません。

②密封された放射性同位元素（以下「密封線源」という。）について
・密封線源については、原則として、線源１個が下限数量を超えているかどうかで
判断すればよいこととなります。減衰補正はしないで下さい。

・ガンマナイフのように複数の線源を１台の機器に装備して用いる場合は、一組又
は一式として使用する線源群が、下限数量を超えているかどうかで判断します。

・１個の線源が下限数量以下の数量であるものであっても、一の容器に収納して使
用をする場合など一式として使用をするものが下限数量を超えている場合には、
下限数量を超えるものとして規制対象となります。

③密封されていない放射性同位元素（以下「非密封線源」という。）について
・非密封線源については、無限に小分けを行うことが可能であり、容器１個の数量
で判断することは不適切なため、数量については事業所を単位として判断するこ
ととしています。

・濃度については、容器１個ごとに規制対象下限値（数量告示別表第１で核種ごと
に定めた濃度。）の濃度を超えているかどうかを判断します。

・事業所において２種類以上の核種の使用をする場合、核種ごとの数量の規制対象
下限値（数量告示別表第１で核種ごとに定めた数量。）の数量に対する割合の和
が１を超えるときに、下限数量を超えているものとして規制対象となります。

・事業所において使用をするいくつかの核種の数量が規制対象に該当する場合、そ
の他の核種の事業所における数量が規制対象下限値（同前）以下であっても規制
対象となります。ただし、事業所における核種ごとの数量が規制対象下限値（同
前）の数量の1/100未満である核種については、許可の申請時に、核種としては
申請するものの、被ばく評価を要しない扱いとします。これは、新法令に特に規
定はありませんが、運用上の対応となります。

・一度規制対象になった核種については、容器１個の数量が規制対象下限値（同
前）以下の数量になるよう小分けしたものも規制対象となります。規制対象とな
ったものの一部又は全部が付着・混入した物は、「放射性同位元素によって汚染
された物」に該当します。

④濃度の和の計算を要する場合
・濃度が規制対象下限値（数量告示別表第１で核種ごとに定めた濃度。）を超えて
いるかどうかの判断は、密封線源については線源１個、非密封線源については容
器１個で行います。通常の密封線源は、比放射能から判断して濃度が規制対象下
限値（同前）を超えていると考えられます。濃度の和を計算する必要がある密封
線源は、複数の核種を使用している放射線測定器校正用の容積線源等限られたも
のであると想定しています。

【用語】
「下限数量」
規制対象となるような数量をいいます。核種が１種類のときは、核種ごとの規制対

象下限値の数量と同じです。核種が２種類以上のときは、核種ごとの数量の規制対象
下限値の数量に対する割合の和が１となる数量をいいます。したがって無数の数量の
組み合わせを意味することになります。
密封線源については、線源１個の数量として下限数量を定めていますので、法令上

「下限数量の～倍」との表現があるときは、線源１個あたりの数量を意味します。
（令第１条、数量告示第１条）
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「規制対象下限値」
個々の核種ごとに定めた規制対象となる数量及び濃度の下限値をいいます。基本的

には「国際基本安全基準」及び英国放射線防護庁が定めている数値を用いています。
具体的には、数量告示別表第１に掲げられた数量及び濃度を意味します。核種が１種
類の場合は規制対象下限値と下限数量は同じですが、核種が２種類以上の場合は規制
対象下限値と下限数量は一致しません。

【参考】
・IAEA等が示した免除レベルの数値については、
「電離放射線に対する防護及び放射線源の安全のための国際基本安全基準」
International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the
Safety of Radiation Sources, Safety Series No.115, IAEA, Vienna (1996)
の附則Ⅰに示されている。

・免除の基本的な考え方や原則については、
「放射線源と行為の規制管理からの免除のための原則」
Principals for the Exemption of Radiation Sources and Practices from Reguratory Control,
Safety Series No.89, IAEA OECD/NEA, Vienna (1988)

・英国放射線防護庁が示した免除レベルの数値については、
Exemption concentrations and quantities for radionuclides not included in the European
Basic Safety Standards Directive, NRPB R-306 (1999)「 」
に示されている。

・これらの免除レベルの国内法令への取り入れの検討結果については、
放射線審議会基本部会報告書「規制免除について」（平成14年10月 記号の誤記
を平成15年７月修正版において修正）
に示されている。同報告書付録４中付表３、付表４にIAEA等が示した免除レベ
ル、英国放射線防護庁が示した免除レベルも記載されている。

・サマリウムの濃度に関する検討については、
放射線審議会総会資料第91-3号「放射線障害防止法及び関係政省令等の改正につ
いて」中に「サマリウム147の免除レベルについて」として示されている。
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【Ｑ＆Ａ】

Ｑ１－１
規制対象下限値の見直しを踏まえ、排水濃度限度・排気濃度限度についても見

直すべきではないか。

１．排気・排水濃度は、１年間に呼吸する空気や飲用する水のすべてが放射線施設の
排気口・排水口での排気・排水であっても年間１mSv以下となるように計算されて
います。規制対象下限値は、通常の使用で年間10μSv、事故時で１mSv以下となる
ような濃度が計算されています。

２．排気・排水の濃度限度を見直す場合は、前者の考え方を再検討することになりま
す。両者の計算の考え方が違いますが、多量の放射性同位元素が恒常的に存在する
可能性のある施設からの排気・排水の上限としての濃度と人の健康への影響が無視
できることから規制を要しないものの範囲を定める濃度は、異なる性格のものと考
えます。規制対象下限値の濃度を変更したことで、直ちに排気・排水の濃度を見直
さなければならないものではないと考えています。

３．なお、ＩＣＲＰの次期勧告において線量拘束値の概念や値などについて議論がさ
れています。この勧告の内容次第では、施設の排気・排水濃度限度について、年間
１mSvを基準として考えるべきかどうかということも検討を要することがあり得ま
す。このような勧告の動向にも注意すべきと考えます。
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Ｑ１－２
サマリウム147について英国放射線防護庁が算出した免除レベルを採用しない

理由は何か。

１．サマリウムは、サマリウムコバルト磁石の材料として携帯電話、コンピュータの
ハードディスク、プリンター等に、またサマリウムセラミクスとしてコンデンサ
ー、誘導体セラミクス等に用いられています。サマリウム147は、サマリウムの放
射性同位体です。同位体比を考慮すれば、サマリウム単体には、127Bq/gのサマリ
ウム147が存在します。

２．英国放射線防護庁が算出したサマリウム147の免除レベルは、数量が10,000Bq
（サマリウムの重量で78gに相当）、濃度が10Bq/gです。携帯電話等ほとんどの製
品は、製品中に用いられている磁石が微量であり、含まれるサマリウム147の数量
が免除レベルを下回ります。しかし、工場の製造過程における酸化サマリウムやサ
マリウム合金等の状態では、数量及び濃度の双方が免除レベルを上回ります。

３．サマリウム147のような自然放射性物質の規制のあり方について、放射線審議会
基本部会が平成15年10月にまとめた報告書では、サマリウムのような自然放射性物
質を産業用原材料として用いる場合には、作業者又は一般公衆が受ける線量に応じ
て放射線防護上の適切な管理を求めることを提言しています。その線量の目安とし
ては、１mSv/年を超えたときに行政が規制や介入を行うかどうかを検討するべきで
あるとしています。

４．サマリウム147は、α線のみを放出する核種です。したがって、被ばくについて
実質的に問題とすべきは、内部被ばくのみです。サマリウムの作業工程で発生する
粒径や作業時間について、実際のものより保守的な評価を行っても１mSv/年を超え
ません（※）。また、IAEAがクリアランスレベルを算出した計算方法で廃棄物処分
を評価した場合、１mSv/年となる廃棄物の濃度は100Bq/gですが、サマリウムは他
の物質を含む状態で廃棄・再利用されており、濃度は100Bq/gを超えません。

※サマリウムの作業工程における被ばく評価については、放射線審議会基本部
会第１５回において、実際にサマリウムを利用している作業現場における被
ばくについて評価を行っています。

５．なお、現在のところ、サマリウム147から放出される放射線を利用する使用の例
がないこと、また、上記の被ばく評価は、現在の利用形態を前提としたものである
ことから、将来、新たな利用形態が生じた場合には規制対象下限値については、改
めて検討するべきであると考えます。

６．このように厳格に被ばく評価を行った上で、サマリウム147の現在の利用形態に
ついて限定した規制対象下限値として、サマリウム147のうち放射性同位元素の濃
度を天然の状態に比べて高めていないものの濃度の特例として130Bq/gを定めるこ
ととしたものであります。

７．なお、サマリウム利用事業者に対しては、サマリウム147が放射性同位元素であ
ることを作業員に周知することや、作業工程及び廃棄について留意すべきこと等を
まとめ、ガイドラインとして提示する予定です。
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２．使用の許可と届出の区分
（令第３条）

【趣旨・背景】
・使用の許可と届出を区分する数量について、旧法令の考え方を基本としつつ、合理
化を図る。

【ポイント】
①密封線源については、線源１個（一組又は一式）の数量が下限数量の1000倍を超え
るものを使用する場合に許可を要する。

（令第３条第１項、数量告示第１条第１号）

②非密封線源については、工場又は事業所における数量が下限数量を超える場合に許
可を要する。

（令第３条第１項、数量告示第１条第２号）

【補足】
・密封線源の許可と届出の区分は、下限数量の1000倍で区分します。これは旧法令と
同様です。ただし、密封線源の数量は、線源１個（一組又は一式）で判断する規定
としたため、届出対象の線源を複数有している場合、その和が下限数量の1000倍を
超えたときにも届出で足りることとなります。

・許可使用者が、下限数量の1000倍以下の密封線源を追加して使用しようとするとき
は、別に届出をするのではなく、許可の変更の手続で行います。これは、旧法と同
様です。

（数量告示第１条）



- 9 -

【Ｑ＆Ａ】

Ｑ２
旧法の許可届出は新法の許可届出にみなされるので、移行期の手続は不要では

ないか。

１．改正法の附則で旧法の許可や届出は新法の許可や届出とみなす旨の規定があり、
旧法の事業者であって新法の下でも規制を受ける事業者は、施行時に自動的に新法
の事業者になります。

２．しかしながら、新法の下でどのような位置づけの事業者に該当するかについて、
国と事業者双方が共通の認識に立つことが必要であることから、確認のため、移行
期の手続をお願いすることとしました。この確認は、新法での位置づけを確認する
ためのみのものですので、法令の様式によらず事務連絡によることも考えました
が、施行後に無用の誤解や混乱が起こること等を避けるため、法令の様式を用いて
確認を行うこととしたものです。

３．したがって、手続を行わなくとも、新法の許可届出使用者に該当しないというも
のではありません。また、届出使用者から許可使用者にみなされる場合を除き、法
令違反に該当するものでもありません。お手数をおかけしますが、確認のため、御
協力をお願いします。

４．なお、非常に多数を占める新法の表示付認証機器とみなされる旧法の表示付放射
性同位元素装備機器のみの使用者には、廃止の届出の様式の提出を求めないことと
し、負担軽減を図っています。
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３．設計認証（放射性同位元素装備機器の製造・輸入をしようとする者のための
規定）

（法第２章の２、規則第２章の２）

【趣旨・背景】
①下限数量に国際標準を導入することにより、放射性同位元素の数量の小さい放射性
同位元素装備機器（以下「装備機器」という。）が新たに規制の対象となる。装備
機器のリスク、利用実態に応じた合理的な規制を構築する。

②機器の製造・輸入をしようとする者は、設計認証を受けることができる。設計認証
を受けた装備機器の使用者には、一般の放射性同位元素とは異なる規制を課す。

【ポイント】
①対象機器
・設計認証：装備機器全般（装備機器の種類に限定なし。特定設計認証を受けた装
備機器のみを除く。）

（法第12条の２第１項）

②設計認証の申請者
・装備機器を製造しようとする者
・装備機器を輸入しようとする者

（法第12条の２第１項）

③認証の単位
●次のいずれかが異なる場合は、新たに認証を受けることが必要
・放射線障害防止のための機能を有する部分の設計
・設計に合致することの確認の方法（品質管理の体制）
・使用・保管・運搬条件

（令第11条第１項）

④認証の申請先
・下限数量の1000倍以下の装備機器 登録認証機関
・下限数量の1000倍を超える装備機器 国

（法第12条の２第１項、令第11条第２項）

⑤認証の基準
〔設計に関する条件〕
●次の基準に適合していることが、試作品により確認されていること。
・外部被ばく年１mSv以下、内部被ばくのおそれがないこと。
※装備機器の種類ごとに定める年間使用時間（測定器等の校正用線源等は25時
間、その他の装備機器（計測機器等）は100時間）以上の時間数で外部被ばく
を評価すること。

（規則第14条の３第１項第１号イ、ハ、設計認証告示別表第１第２欄）

・適切な密封性能を有すること（装備機器の種類ごとにJISの試験方法による等級
を告示で定める。）。

（規則第14条の３第１項第１号ニ、設計認証告示別表第１第３欄）

・線源が固定されていること、取扱いの際の温度等に耐えること。
（規則第14条の３第１項第１号ホ、ヘ）
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〔品質検査の条件〕
●検査のための組織、管理責任者が置かれていること。

（規則第14条の３第１項第２号イ）

●次の事項を記載した検査に関する規程が定められ、それに基づき検査が適切に行
われると認められること。
・文部科学大臣が定める工業標準化法に基づく日本工業規格Z4821-1に定める線
源の密封性の等級に相当することの確認の方法

・外部被ばくの線量が基準を満たしていることの測定の方法
・その他必要な検査の手順及び方法

（規則第14条の３第１項第２号ロ）

●検査に必要な測定器等の管理に関する規程が定められ、それに基づき測定器等の
管理が適切に行われると認められること。

（規則第14条の３第１項第２号ハ）

〔使用の条件〕
・使用者は、放射線障害防止のための機能を有する部分の分解又は組立てを行わな
いこと。

（規則第14条の３第２項第２号）

〔保管の条件〕
・みだりに持ち運ばれないようにすること。

（規則第14条の３第２項第４号）

・専用の容器その他の標識を付した容器で保管すること、又は技術基準を満たす貯
蔵室若しくは貯蔵箱で保管すること。

（規則第14条の３第２項第３号）

〔運搬の条件〕
・Ｌ型輸送物として、Ｌ型輸送物の基準に従い運搬すること。

（規則第14条の３第２項第５号）

〔年間使用時間等〕
・同一の者が外部被ばくの評価に用いた使用時間を超える時間接近しないこと。

（規則第14条の３第２項第１号）

・その他使用・保管・運搬に関する条件が放射線障害防止上、適正かつ合理的なも
のであること。

（規則第14条の３第２項第６号）

〔下限数量の1000倍を超える数量の装備機器の認証の付加的な基準〕
・放射線障害防止機能が損なわれた場合に操作者が容易に認識できること。
・認証機器製造者等が、１年を超えない期間ごとに放射線障害防止機能の点検を行
うこと。

・機器の種類ごとに告示で定める基準を満たすこと。
（規則第14条の３第３項）

⑥登録認証機関の実地の調査
・認証の審査時において、登録認証機関が必要と認めるときは、検査の実施体制に
ついて設計認証員等２名以上により実地調査を行う。

（法第12条の３第２項、規則第14条の３第４項）
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⑦設計合致義務等
・認証機器製造者等は、認証を受けた装備機器（以下「認証機器」という。）を製
造・輸入するときは、認証に係る設計に合致するようにしなければならない。

（法第12条の４第１項）

・認証機器製造者等は、認証を受けた確認の方法に従い、認証機器の検査を行い、
検査記録を作成し、保存しなければならない。

（法第12条の４第２項）

・検査記録の記載事項
(ｲ) 検査に係る認証番号
(ﾛ) 検査を行った年月日及び場所
(ﾊ) 検査を行った責任者の氏名
(ﾆ) 検査の方法
(ﾎ) 検査の結果

（規則第14条の４第１項）

・検査記録の保存期間：10年間
（規則第14条の４第２項）

・検査記録の保存は、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。
（規則第14条の４第３項）

・認証を受けた設計に合致していることが確認された認証機器には、認証機器であ
る旨の表示を付すことができる（表示を付した認証機器を「表示付認証機器」と
いう。以下同じ。）。その他の機器には、認証機器の表示や紛らわしい表示をし
てはならない。

（法第12条の５第１項、第２項）

・表示の内容：設計認証の文字と三葉マーク、文部科学大臣又は登録認証機関の名
称及び認証番号。機器本体に表示を付すことが著しく困難な認証機器にあって
は、専用の容器に表示することができる。

（規則第14条の５、別図）

⑧販売時の添付文書の記載事項
●表示付認証機器を販売・賃貸しようとする者は、以下の事項を記載した文書を表
示付認証機器ごとに添付しなければならない。
・認証番号
・認証条件（認証を受けた使用・保管・運搬の条件）
・廃棄の方法
・法令に違反した場合に罰則が課されていること
・使用の開始及び廃止の届出の様式
・製造メーカー等の連絡先
・文部科学省のホームページアドレス

（法第12条の６、規則第14条の６）

⑨違反時の措置
●文部科学大臣は、以下の違反をした者に対して、認証の取消し、表示付認証機器
の回収その他の措置の命令を行うことができる。
・不正の手段により認証を受けたとき
・認証を受けた設計に合致しているかどうかの検査を行わなかったとき
・認証を受けた設計に合致しているかどうかの検査の検査記録を法令どおりに記
録・保存しなかったとき

・添付文書を添付せずに販売・賃貸したとき
（法第12条の７第１項、第２項）
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●罰則
・文部科学大臣の命令に違反したとき
１年以下の懲役若しくは５０万円以下の罰金、又はこれの併科。

（法第53条第４号）

・検査記録の作成をしないとき、虚偽の記録をしたとき、記録の保存をしないと
き

（法第55条第５号）

【補足】
①規定の対象者
・認証の申請者に係る法第12条の２第１項の規定や販売・賃貸時の文書の添付に係る
法第12条の６の規定には、対象者を「業として」行う者に限定する規定とはなって
いません。

・つまり、認証機器を製造・輸入しようとする者であれば、認証の申請を行うことが
できることになります。必ずしも業として製造・輸入しようとする者であることを
要しません。ただし、許可届出使用者であることが必要です。

・同様に、販売・賃貸時の文書の添付は、販売業者・賃貸業者以外の者が単発的に販
売・賃貸するときにも添付する必要があります。

・表示付認証機器を購入後、第三者に転売するときなどに添付文書を添付することが
必要となるわけですが、この添付文書は、記載すべき事項が記載されておればよ
く、最初の購入時に添付されていた文書そのものである必要はありません。例え
ば、認証機器製造者等のウェブサイトから表示付認証機器ごとの添付文書をダウン
ロードできれば、ダウンロードした文書で構いません。

②下限数量の1000倍を超える数量の装備機器
・下限数量の1000倍を超える数量の装備機器についても設計認証を受けることができ
ます。このような機器の認証の申請は、登録認証機関ではなく国に申請しなければ
いけません。

・下限数量の1000倍を超える装備機器の認証の基準も1000倍以下の数量の装備機器の
認証の基準と同様ですが、付加的にいくつかの基準があります。
－放射線障害防止機能が損なわれた場合に操作者が容易に認識できること。
（故障時に警報・警報灯の点灯などにより容易に認識できること。）

－認証機器製造者等が、１年を超えない期間ごとに放射線障害防止機能の点検を
行うこと。
（認証機器製造メーカーやその委託を受けた者が、表示付認証機器の使用者を
巡回するなどして放射線障害防止機能の点検を行うこと。）

－機器の種類ごとに告示で定める基準を満たすこと。
（基準は、今後個別に制定する予定です。）

・機器の種類ごとに告示で定める基準を満たすことが必要であり、この基準は、今
後、個別に制定する予定です。下限数量の1000倍を超える装備機器の認証を求める
者は、国によく御相談ください。

③認証の変更
・設計認証には、変更の手続がありません。設計、使用条件又は品質管理体制のいず
れかが変わった場合は、新たに設計認証を取得していただくこととなります。設計
が異なる製品は、別の型番を付し、別製品として販売することが通常と考えられま
す。また、変更前に製造した製品もやはり認証を受けた製品として扱うためには、
変更の手続を設けることは、適切ではないためです。
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④認証の基準の補足
〔設計に関する条件〕
○外部被ばく年１mSv以下、内部被ばくのおそれがないこと
・外部被ばくは、申請者の申請する年間使用時間で１mSv/yを超えないことを審
査します。この年間使用時間は、装備機器の種類ごとに設計認証告示で定める
時間数を超えるものでなければいけません。測定器等の校正用線源などについ
ては25時間、その他の装備機器（計測機器等）については年間100時間以上で
評価してください。これを上回る時間であれば、大きな時間数であることはか
まいません。ただし、この年間使用時間については、装備機器を操作する時間
だけでなく保管等をしているときを含めて50センチメートル以内に接近しない
ことが使用・保管等の条件となることに留意してください。（上記の申請者が
評価に用いる年間使用時間については、実際の使用に当たってもこれを超えて
使用しないようにしてください。）

○適切な密封性能を有すること （機器の種類ごとにJISの試験方法による等級を
告示）
・JIS Z4821-1を踏まえ、制定したものです。

○線源が固定されていること、取扱いの際の温度等に耐えること。
・装備機器の使用条件を踏まえ、申請してください。

〔品質検査の条件〕
○検査のための組織、管理責任者が置かれていること。
・検査のための組織に、人数等の要件はありません。専任であることも要しませ
ん。

○外部被ばくの線量が基準を満たしていることの測定の方法
・製品の線量当量率を測定し、認証を受けた設計の範囲内であることを確認する
こと等を規程に定めて下さい。

○文部科学大臣が定める工業標準化法に基づく日本工業規格Z4821-1に定める線源
の密封性の等級に相当することの確認の方法
・線源の供給元が発行する仕様書等により密封性を確認することを規程に定めて
下さい。

〔使用の条件〕
○使用者は、放射線障害防止のための機能を有する部分の分解又は組立てを行わな
いこと。
・通常の使用の一部である分解又は組立てであって、そのような分解又は組立て
を行ったときでも年間１mSvを下回るものであることについて認証を受けてい
る認証機器については、使用者は、そのような分解又は組立てを行うことがで
きます。そのような分解又は組立てを行う装備機器について、認証を受けよう
とする者は、その旨申請しなければなりません。

〔保管の条件〕
○みだりに持ち運ばれないようにすること。
・出入口に施錠するなどの措置が必要です。

○専用の容器その他の標識を付した容器で保管すること、又は技術基準を満たす貯
蔵室又は貯蔵箱において保管すること。

〔運搬の条件〕
○Ｌ型輸送物として、Ｌ型輸送物の基準に従って運搬して下さい。
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○Ｌ型輸送物に該当しない物は、許可届出使用者に委託し、運搬の委託を受けた者
が、放射性輸送物として運搬して下さい。

〔年間使用時間等〕
○同一の者が、外部被ばくの評価に用いた使用時間を超える時間接近しないこと。
・使用のみならず、保管等のときの接近時間を含みます。

【用語】
「設計認証」
装備機器のｲ)放射線障害防止のための機能に係る設計、ﾛ)設計に合致することの確

認の方法、ﾊ)使用・保管・運搬条件について受ける認証。
（法第12条の２第１項）

「登録認証機関」
設計認証（対象は、下限数量の1000倍以下の数量の装備機器のみ）又は特定設計認

証を行う機関。法第41条第１項の要件を充たす者は、登録認証機関になることができ
る。

（法第12条の２第１項）

「認証機器製造者等」
認証機器を製造・輸入しようとする者であって、設計認証・特定設計認証を受けた

者
（法第12条の４第１項）

「認証機器」
認証を受けた設計に合致していることが、認証を受けた方法による検査により確認

された装備機器
（法第12条の５第１項）

「表示付認証機器」
認証機器である旨の表示が付された認証機器

（法第12条の５第２項）

「認証番号」
認証したことを示す番号

（法第12条の６）

「認証条件」
認証を受けた使用・保管・運搬の条件

（法第12条の６）



- 16 -

４．設計認証（表示付認証機器の使用をする者のための規定）
（法第３条の３）

【趣旨・背景】
①下限数量に国際標準を導入することにより、放射性同位元素の数量の小さい装備機
器が新たに規制の対象となる。装備機器のリスク、利用実態に応じた合理的な規制
を構築する。

②表示付認証機器の使用をする者は、使用開始後の届出で足りることとし、認証条件
に従って使用する限り、使用・保管等の基準は課されない。

【ポイント】
①表示付認証機器を認証条件に従って使用をする者の手続
・一般の放射性同位元素の使用の許可・届出を要しない。

（法第３条第１項、第３条の２第１項）

・一般の放射性同位元素の使用の許可・届出とは別に表示付認証機器の使用の届出
を行わなければならない。
・届出の時期：使用開始後30日以内
・届出事項：ｲ)名称、住所、代表者氏名

ﾛ)認証番号
ﾊ)使用の目的、方法

（法第３条の３第１項）

・届出の様式：規則別記様式第４
（規則別記様式第４）

・事業所ごとに、認証番号の同じ機器ごとに届出を行わなければならない。
（令第５条）

②表示付認証機器の使用において留意すべき事項
・認証条件に従って使用をする。認証条件に従った使用をしない場合は、装備機器
に内臓される放射性同位元素の数量に応じて、あらかじめ一般の装備機器の許可
又は届出を要する。この場合、一度認証機器からはずれた装備機器については、
それ以降は認証機器として扱うことはできない。

（法第３条第１項、第３条の２第１項）

・表示付認証機器を認証条件に従って使用する者は、使用の基準、保管の基準は課
されない。文部科学省令で定める陸上輸送の輸送物の基準は課されない。国土交
通省令で定める輸送方法に関する基準は課されることになる。

（法第25条の２第１項、第２項）

・表示付認証機器が不用となったときは、製造者、販売業者等に引き渡すこと。
・表示付認証機器の使用に当たっては、放射線の量や汚染の状況の測定、放射線障
害予防規程の作成、教育訓練、健康診断の義務は課されない。

（法第25条の２第１項）

【補足】
・事業所ごとに、認証番号が同じ表示付認証機器ごとに届出を行わなければなりませ
ん。表示付認証機器の使用の届出は、簡素な内容であり、１枚で収まるようにして
います。

・認証番号が同じ表示付認証機器を複数使用する場合には、一の届出として届け出て
ください。届け出た事項に変更があった場合には、変更届が必要となります。

・表示付認証機器が不用になったときは、自由に廃棄できません。
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５．特定設計認証
（法第２章の２）

【趣旨・背景】
①下限数量に国際標準を導入することにより、放射性同位元素の数量の小さい装備機
器が新たに規制の対象となる。装備機器のリスク、利用実態に応じた合理的な規制
を構築する。

②特に、放射線障害のおそれが極めて少ない装備機器については、使用の届出を要し
ない制度を設ける。

【ポイント】
①放射線障害のおそれが極めて少ない装備機器として政令・告示で定める装備機器に
ついては、当該装備機器を製造・輸入しようとする者は、特定設計認証を受けるこ
とができる。

（法第12条の２第２項）

◆対象機器
・煙感知器（ Am等）（イオン化式スポット型感知器、イオン化式住宅用防災警241

報器等）
・レーダー受信部切替放電管（ Am等）241

・集電式電位測定器（静電気測定器）
・熱粒子化式センサー（有害ガス測定器）
・その他表面から10cm離れた位置における１cm線量当量率が１μSv/h以下のもの
であって文部科学大臣が指定するもの

（令第12条第１項、特定設計認証告示）

②認証の条件は、設計認証とほぼ同じ。ただし、年間使用時間にかかわらず１mSv/y
以下であることが求められる。特定設計認証に特有の付加的な条件としては、装備
機器の表面から10cmでの１cm線量当量率が、１μSv/h以下であること。

（規則第14条の３第１項第１号ロ）

③特定設計認証を受けた表示付特定認証機器を使用する者は、届出を要しない。ただ
し、廃棄に当たっては、製造したメーカーや販売業者等に引き渡すことが必要。

【補足】
○表示付特定認証機器の認証条件に従わない使用について
・表示付特定認証機器は、煙感知器（イオン化式スポット型感知器、イオン化式住
宅用防災警報器等）、レーダー受信部切替放電管等であり、通常想定される使用
方法以外の使用が考えられないものですが、認証条件以外の方法で使用する場合
には、一般の放射性同位元素の使用の許可又は届出が必要になります。
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６．新たに規制対象となる装備機器に関する経過措置
（改正令附則第６条）

【趣旨・背景】
・下限数量に国際標準を導入することにより、新たに規制の対象となる放射性同位元
素の数量の小さい装備機器は、これまで安全に使用されてきたものであり、その実
績、装備機器のリスクに応じた経過措置を講じる。これにより、新しい規制体系へ
の移行を円滑に行う。

【ポイント】
・新たに規制対象となる装備機器（旧法の定義数量以下で新法の下限数量を超える数
量の密封された放射性同位元素装備機器）については、平成19年３月末までに製造
又は輸入されたものについては、廃棄に係る基準及び廃棄に関する確認並びにそれ
らに係る処分、罰則の規定のみ適用する。

（改正令附則第６条）

【補足】
・平成17年６月の施行後約２年弱で設計認証の申請と認証が概ね出揃うことになるこ
とを想定しています。

・施行時に使用されている装備機器を含め、平成19年３月末までに製造された新規規
制対象の装備機器は、認証や届出なく使用をすることができます。これらの装備機
器については、平成19年４月以降も届出の必要がありません。ただし、当該装備機
器が不用になったときには、みだりに廃棄せず、購入元や製造メーカーに問い合わ
せをし、これらの者に返却するか、許可届出使用者又は許可廃棄業者に譲渡してく
ださい。

・平成19年４月１日以降に製造又は輸入された、旧法の定義数量以下で新法の下限数
量を超える数量の装備機器であって、表示付認証機器ではない装備機器を使用する
ときには、以下の手続等届出使用者（下限数量の1000倍を超える数量の装備機器の
使用をする場合は許可使用者）としての義務を果たすことが必要となります。
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【Ｑ＆Ａ】

Ｑ６
現在、使用している密封線源であって、新たに規制対象となるもの（現行の定

義数量以下であって新しい下限数量を超える装備機器）の取扱いはどうなるの
か。

１．今回の改正により新たに規制対象となる装備機器（3.7MBq以下であって新しい下
限数量を超える数量の装備機器）であって、平成１９年３月３１日より前に製造さ
れ、又は輸入されたものについては、廃棄の基準及びその罰則に関する規定を除
き、放射線障害防止法の規定を適用しないこととしています。

２．したがって、特に許可・届出等の手続を要さずに、使用を続けることができま
す。平成19年４月以降継続して使用をする場合も許可・届出等の手続を要しませ
ん。運搬物の基準についても適用されません。教育訓練、健康診断、被ばくの測定
等の義務も課されません。

３．ただし、これらの装備機器が不用になったときには、不用意に廃棄せず、購入元
や製造メーカー（届出販売業者等）に返却する等適切に処理してください。不用に
なった装備機器の処理について、法令上の記帳や廃止の届出の義務はありません。

４．一方、平成１９年３月３１日より前に製造された装備機器であっても、装備機器
を同年４月以降に製造された装備機器に交換した場合は、あらかじめ、使用の許可
又は使用の届出が必要です。
また、表示付認証機器に交換し、使用をした場合は、使用開始後３０日以内に表

示付認証機器の使用の届出をして下さい。（特定表示付認証機器については不要で
す。）

５．なお、放射線測定器等の校正用線源なども、装備機器に該当します。
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７．非密封線源の許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封線源の使用
（条文における規定なし）

【趣旨・背景】
・下限数量以下の非密封線源の使用は、その使用・保管・運搬・廃棄について規制を
要しないレベルである。

・一方、放射線障害防止法では、所持制限の規制（法第30条）があるため、事業所に
所持する非密封線源の数量の和が下限数量を超えるときは、あらかじめ使用の許可
を受けることが必要になる。

・許可使用者以外の者による下限数量以下の非密封線源の使用について、上記を踏ま
えた運用を図る。

【ポイント】
・事業所内における総数量が下限数量以下であれば、許可を要しない。
・事業所内における総数量が下限数量を超える場合は、許可が必要。
・この事業所内における非密封線源の数量は、使用する数量のみならず、保管してい
る非密封線源等事業所内にある非密封線源の数量の全てを加えて計算する。

・上記の計算値が、下限数量を超える場合は、使用の許可を受けることを求める。

【補足】
・放射線障害防止法の許可事業者が、許可事業所に有している非密封線源を下限数量
以下に小分けして、放射線障害防止法の許可・届出事業所ではない事業所に引き渡
すには、使用の目的、使用の方法にそのことを追加するほか、放射線障害防止法の
販売業の届出をしてください。放射性同位元素の流通の経路の把握のためです。

・放射線障害防止法の許可事業者が、許可事業所に有している非密封線源を下限数量
以下に小分けして、下限数量以下に小分けした放射性同位元素を運搬する場合、施
設内での運搬時間が極めて短いときには、規則第18条第４項の規定により、所内運
搬の技術上の基準（規則第18条第１項）は課されません。所外運搬の場合、輸送物
が下限数量以下であれば、規則第18条の３第１項ただし書の規定が適用され、所外
運搬の技術上の基準（規則第18条の４から第18条の10まで）は課されません。
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【Ｑ＆Ａ】

Ｑ７－１
下限数量以下の非密封線源であっても、どのような使用のしかたをしてもよい

というわけではない。法令上、どのように担保されているのか。

１．規制対象下限値の変更に伴い、下限数量以下の非密封線源の非常識な使用が増え
ることはないものと国民の良識を信頼しています。

２．仮に、下限数量以下の非密封線源の非常識な使用により問題が生じた場合は、法
第５１条の「その他不当な方法で、放射線を発散させて人の生命、身体又は財産に
危険を生じさせた者は、十年以上の懲役に処する」という罰則の規定に該当しない
かを検討することになります。

Ｑ７－２
許可使用者以外の者の下限数量以下の非密封線源の使用について、使用や廃

棄の回数を制限しないでよいのか。

１．IAEA等が定めた免除レベルの算出には、通常の使用で年間10μSvの線量基準を設
定しています。この算出に用いられた被ばくシナリオには、密閉されていない使用
環境の下で、免除レベルの非密封線源を１年間使用し続けるシナリオも設定されて
います。

２．処分場に係るシナリオにおいては、処分場に廃棄されている量は限定された量に
なると見込んでおり、想定する被ばくの頻度は事故の発生確率と同じ係数
（0.01/年）を使用して算出されています。また、処分場付近の公衆のダスト吸入
は極めて低い濃度に設定しています。また、回数については、特段具体的な記載を
しておりません。こうしたシナリオに基づけば、現実に、処分場の濃度が被ばく評
価上問題となる濃度になる可能性は極めて小さいと考えています。

３．下限数量以下の非密封線源の使用について、使用をする方の良識を期待します。

４．また、事業者が下限数量を超えるものを廃棄したのではないかという懸念が生じ
たとき、事業者自身が、下限数量以下であることを証明することが求められると考
えられます。懸念について納得してもらえるよう証明ができるようにしておかれる
のが望ましいでしょう。

５．なお、具体的なシナリオについては、下記のウェブをご参照下さい。
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/housha/sonota/03072501/016.htm）
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Ｑ７－３
許可使用者以外の者は、下限数量以下の非密封線源について、継続して使用し

ても下限数量以下であれば許可を要しないのか。

１．許可を受けずに下限数量以下の非密封線源の使用をしようとする場合、次のこと
に留意してください。放射線障害防止法は、所持制限の規定がありますので、事業
所内に所持している非密封線源の数量が下限数量を超える場合は、所持制限違反と
なるため、許可を要します。許可使用者以外の者の「汚染された物」の取扱いは、
法令の廃棄の基準によるものではないため、事業所内の「汚染された物」に付着し
ている数量を事業所内における数量に含めて計算することになります。

２．このように計算してもなお事業所内における数量がいかなるときも下限数量以下
であれば、許可を要さないことになります。継続して下限数量以下の非密封線源を
使用する者については、貯蔵する物や汚染された物に付着した非密封線源の量を含
めれば、下限数量を超える可能性がある場合は、許可を得ることを求めることとし
ています。

Ｑ７－４
許可使用者から許可使用者以外の者に下限数量以下の非密封線源を譲渡できる

のか。

１．放射性同位元素の流通について、より確実に把握する観点から、販売業の届出を
行った上での譲渡をお願いすることとしています。

２．特に、譲渡を継続して行う場合、（無償譲渡であっても）販売業の届出が必要で
す。譲渡を継続して行う行為は、通常、使用の目的の範囲外であり、「使用」とし
てはなじみにくいものです。このような行為は、販売業の届出の上、行うことが適
切と考えます。
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８．許可使用者による下限数量以下の非密封線源の管理区域外における使用
（規則第１５条第２項）

【趣旨・背景】
・下限数量以下の非密封線源の使用は、一義的には、その使用・保管・運搬・廃棄に
ついて規制はかからないレベルである。

・しかし、事業所における数量が下限数量を超える場合、事業所の放射性同位元素す
べてが規制対象となる。瓶などに小分けした数量が下限数量以下であっても放射性
同位元素として取り扱うことが求められる。

・許可使用者以外の者が、法令上の義務を課されることなく下限数量以下の非密封線
源を使用できるのに比較し、許可使用者が下限数量以下に小分けした放射性同位元
素を使用するときには、様々な規制が課されることになる。

・この不合理を解消するため、許可使用者による下限数量以下の非密封線源の管理区
域外における使用を認めることとした。

・管理区域外の分析機器を使用した試料の分析等が行われることを想定している。

【ポイント】
・下限数量以下の数量の非密封線源を管理区域外で使用できる。
・この使用は、許可を得た使用の目的・方法・場所の範囲内で行わなければならな
い。

・この使用には、使用の基準は課されない。
（規則第15条第２項）

・下限数量以下の数量の非密封線源を事業所内で運搬する場合、事業所内での運搬時
間が極めて短く、かつ、放射線障害のおそれがない場合には、規則第18条第４項の
規定により、所内運搬の技術上の基準（規則第18条第１項）は課されない。

（規則第18条第４項）

・非密封線源及び当該非密封線源により汚染された物の廃棄については、気体・液体
状のものの廃棄の基準は課されないが、固体状のものの廃棄の基準は課される。

（規則第19条第２項）

・なお、下限数量以下の数量の非密封線源を管理区域外で使用する場合にも、管理区
域外で当該放射性同位元素を保管することは認められず、必ず、管理区域内の貯蔵
施設で保管すること。

・放射線障害予防規程に、管理区域外で使用する非密封線源が下限数量以下であるこ
との確認に関することを定める。

（規則第21条第１項第２号）

【補足】
○管理区域外での下限数量以下の非密封線源の使用を行うための手続について
・使用の目的・方法・場所について許可を受けることが必要です。使用の場所とし
て管理区域外の使用の場所を使用する核種とともに申請してください。場所の確
認のため、事業所の平面図を添付してください。

・管理区域外での下限数量以下の非密封線源の使用について、申請時に被ばく評価
を行う必要はありません。

○管理区域外での下限数量以下の非密封線源のみの取扱いに従事する者について
・管理区域外での下限数量以下の非密封線源のみの取扱いに従事する者は、管理区
域外での使用であるため、法令上の放射線業務従事者には該当しません。このた
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め、健康診断や放射線の量の測定は要しません。
・ただし、規則第21条の２第１項第３号の「取扱等業務に従事する者」に該当しま
すので、教育訓練を受ける必要があります。

○管理区域外で使用をする数量が下限数量以下であることの確認について
・放射線障害予防規程に、管理区域外で使用しようとする非密封線源が下限数量以
下であることの確認に関することを定めてください。

・この確認の方法は、管理区域外の複数の場所での使用により管理区域外における
総量が下限数量を超えないことの確認の方法を含みます。

・管理区域外における数量が下限数量を超えないことを確実にするための方法とし
ては、事業所内での非密封線源の購入・使用等については放射線取扱主任者を通
じて行うとともに帳簿に確実に記帳する、使用の際には廃棄物の取扱いを放射線
取扱主任者に報告するなど事業者によりいろいろな工夫が可能と考えられます。
管理が適切に行えないと考える場合は、管理区域外での使用を禁止する所内ルー
ルを設定することも一つの方法かと考えます。

・管理区域外における非密封線源の使用に当たっては、非密封線源により汚染され
た物を含めて、管理区域外での数量が下限数量以下であることが求められます。
汚染された物の数量を測定することは、現実には困難と思われます。使用の都
度、固体状の汚染された物を管理区域に持ち帰る、使用した場所での汚染を除去
することなどにより、管理区域外の数量が下限数量を超えないように適切に管理
してください。

○管理区域外での下限数量以下の非密封線源の使用の記帳について
・管理区域外で使用する下限数量以下のものであっても、事業所全体での総量が下
限数量を超える事業者については、使用の許可を受けることが必要です。

・管理区域外での下限数量以下の使用についても記帳が求められます。
・具体的に記帳すべき事項は、管理区域外で使用しようとする放射性同位元素が下
限数量以下であることを確認した者の氏名、使用した放射性同位元素の種類及び
数量です。廃棄についての記帳も必要となります。

○管理区域外での野外トレーサー試験について
・この制度を活用して、管理区域外での野外トレーサー試験を行った場合、放射性
同位元素によって汚染された土壌については、固体状の汚染された物として取り
扱うことが必要となります。

○管理区域外の数量の管理について
・許可を受けた貯蔵能力の範囲内でしか放射性同位元素の所持が認められていない
ため、管理区域外を含め、事業所における非密封線源の数量を管理しなければな
りません。

・管理が困難になる等の懸念等に鑑み、今回の改正により、放射線障害予防規程に
おいて定めなければならない事項に、放射性同位元素の受け渡しに関することを
追加しています。管理のための事業所内ルールを適切に定め、所内の徹底を図っ
てください。

・管理をすることが困難な場合は、管理区域外での非密封線源の使用については控
えていただくこともご検討ください。
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【手続】
◎許可使用者が、管理区域外で非密封線源の使用をするために必要なこと
○（変更）許可申請
・使用の場所として管理区域外の実験室等を明記
・使用の場所の位置がわかる図面を添付

○放射線障害予防規程の変更及び届出
・管理区域外の非密封線源の総量が下限数量を超えないことの確認の方法
（小分けした数量の確認、管理区域外の総量が超えない管理の方法等）
を定める。

○取扱者の教育訓練
○記帳
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Ⅲ．販売・賃貸業の届出制化

９．販売・賃貸業の届出制化
（法第４条）

【趣旨・背景】
・旧法では、自ら放射性同位元素を取り扱う販売業、賃貸業を想定し、貯蔵施設等を
設けることを義務付けられ、施設基準への適合性を審査するために、許可制として
いる。

・近年、他分野における流通と同様、販売契約の締結のみを行い、実物を取り扱わな
い事業者が多数存在。また、近年のファイナンスリースの隆盛に伴い、放射性同位
元素のファイナンスリースのニーズが高まってきた。

【ポイント】
・放射性同位元素の販売業及び賃貸業を許可制から届出制に改めた。

（法第４条）

・放射性同位元素を運搬以外に直接取り扱う場合は、販売・賃貸の業の届出とは別に
使用の許可又は届出を必要とする。

（法第３条）

・届出販売・賃貸業者は、放射線取扱主任者を、少なくとも一人以上選任しなければ
ならない。

（規則第30条）

・届出販売・賃貸業者は、放射線障害予防規程において、運搬時の事故や賃借人によ
る適切な保管が行われなくなった場合の措置をあらかじめ定めておかなければなら
ない。

（規則第21条第１項第３号）

【補足】
・今回の法律改正において、「使用」に「放射性同位元素の詰替え」が含まれること
となります。

・まったく詰替えを行わないという販売・賃貸業者であっても、放射性同位元素を直
接取り扱う販売・賃貸業者は、別途、使用の許可・届出が必要になります。

・届出販売・賃貸業者は、運搬時の事故の措置や賃借人による適切な保管が行われな
くなった場合に放射性同位元素の保管を委託する者を、放射線障害予防規程に、あ
らかじめ定めておいてください。
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Ⅳ．安全性の一層の向上

10．施設検査・定期検査の対象の見直し（特定許可使用者として規定）
（法第12条の８、第12条の９、令第13条）

【趣旨・背景】
・旧法では、貯蔵能力のみで検査対象を決定していたため、潜在的危険性の低い機器
を多数使用する事業者も放射性同位元素の数量が一定量を超える場合は、検査対象
となる規定となっていた。

・密封線源については、線源１個又は装備機器１台の数量で検査対象になるかどうか
を判断することとした。

【ポイント】
・施設検査・定期検査の対象となる許可使用者を特定許可使用者として、次のとおり
規定。
・密封線源の許可使用者：線源１個又は１式の数量が10テラベクレル以上の貯蔵施
設

・非密封線源の許可使用者：貯蔵能力が下限数量の10万倍以上の貯蔵施設
・放射線発生装置の許可使用者：放射線発生装置の使用施設のすべて

（法第12条の８、第12条の９、令第13条）

・施設検査・定期検査は、登録検査機関が行う。
（法第12条の８、第12条の９）

・定期検査の期間
・非密封線源の特定許可使用者、許可廃棄業者：

施設設置に伴う施設検査の合格日又は定期検査の日から３年以内
・密封線源又は放射線発生装置の特定許可使用者：

施設設置に伴う施設検査の合格日又は定期検査の日から５年以内
（令第14条）

【補足】
・特定許可使用者は、定期確認の対象となります。
・許可廃棄業者は、すべての許可廃棄業者が施設検査、定期検査、定期確認の対象者
となります。

【用語】
「特定許可使用者」
施設検査、定期検査、定期確認の対象となる許可使用者

（法第12条の８～第12条の10）

「登録検査機関」
施設検査・定期検査を行う登録機関。登録の要件は、知識経験を有する主任検査員

と３人以上の検査員を有すること等
（法第12条の８、第12条の９、第41条、第41条の16）

【経過措置】
◎旧法の下では、定期検査の対象ではなく、新法の下で定期検査の対象者にな
る者の最初の定期検査
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〈対象者〉
・貯蔵能力が111テラベクレル未満の密封線源の使用者であって、１個当
たり10テラベクレル以上の密封線源の使用をする者

・旧法の１群換算で740メガベクレル以下の貯蔵能力の非密封線源の使用
者であって、新法の下限数量で計算すると下限数量の10万倍以上の数量
の貯蔵能力である者

〈経過措置〉
次の区分に応じ、それぞれに定める日までに最初の定期検査を受けなけれ

ばならない。
・昭和47年３月31日までに最初の許可を受けた者
平成18年３月31日まで

・昭和47年４月１日～平成７年３月31日までに最初の許可を受けた者
平成19年３月31日まで

・平成７年４月１日以後に最初の許可を受けた者
平成20年３月31日まで
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11．定期確認制度の創設
（法第12条の10）

【趣旨・背景】
・放射線障害防止法の許可・届出事業者による最近の事故・トラブルは、ハード面
（施設）よりソフト面（行為）に起因するものが多い。具体的には、教育訓練の不
備による誤操作、管理の不備による紛失などである。平成10～15年度の法令報告事
故28件のうち22件（79％）がソフト面に起因するもの。

・定期検査は、許可を受けた施設が施設の基準に適合しているかなど施設の検査のみ
が対象。

・ソフト面の安全管理を一定期間ごとに確認する定期確認制度を創設。

【ポイント】
①対象者
・特定許可使用者（10.参照）
・許可廃棄業者

②確認の実施者
・登録定期確認機関

③確認の内容
・測定の記録の作成、保存
・帳簿の記載、保存

（法第12条の10）

④定期確認の期間
・非密封線源の特定許可使用者、許可廃棄業者：

施設設置に伴う施設検査の合格日又は定期確認の日から３年以内
・密封線源又は放射線発生装置の特定許可使用者：

施設設置に伴う施設検査の合格日又は定期確認の日から５年以内
（令第15条）

【用語】
「定期確認」
登録定期確認機関等が行う特定許可使用者及び許可廃棄業者の記録、帳簿に関する

定期的な確認
（法第12条の10）

「登録定期確認機関」
定期確認を行う登録機関。登録の要件は、知識経験を有する主任定期確認員と３人

以上の定期確認員を有すること等
（法第12条の10、第41条、第41条の18）

【経過措置】
◎最初の定期確認
・平成１８年１月１日以降における最初の定期検査を受けるときまでに最初
の定期確認を受けなければならない。



新しい点検制度

非密封線源取扱事業所 密封線源取扱事業所

事業所の種類 点検内容 点検制度 事業所の種類 点検内容 点検制度

特定許可使用者 ・施設検査 ・施設検査１個又は１式で10

施設基準 ・定期検査（３年に１回） 施設基準 ・定期検査（５年に１回）（下限数量の テラベクレル以上

・立入検査 ・立入検査10万倍以上） の線源

（３年に１回）許可廃棄業者 ・定期確認

行為基準 ・立入検査

（５年に１回）行為基準 ・定期確認

・立入検査

その他許可使用者 施設基準

・立入検査

行為基準

上記以外の線源を 施設基準

使用する許可使用 ・立入検査

者 行為基準

届出使用者 施設基準

・立入検査

行為基準

施設基準：施設が許認可に適合しているかなど施設面の検査

行為基準：被ばく管理、教育訓練、記帳が行われているかなど行為面の検査

※ 放射線発生装置取扱事業所については、すべての許可使用者が施設検査及び５年ごとの定期検査・定期確認の対象。

-
3
0
-
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【Ｑ＆Ａ】

Ｑ11
定期確認と定期検査を同時に受けることができるのか。料金はどうなるのか。

１．今回の改正では、定期確認、定期検査を含め、放射線障害防止のための規制に関
連する国の業務の多くを登録機関が行える制度としました。これに必要な料金は、
登録機関が国の認可を受けて定めるに業務規程で定めることとなっています。した
がって、個々の確認・検査の料金は、基本的には、各登録機関の裁量にゆだねられ
ています。

２．また、登録定期確認機関や登録検査機関は、定期確認や定期検査を求められたと
きは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、定期確認や定期検査を行わなけれ
ばならないこととなっています。特定許可使用者の希望により、定期検査と定期確
認を同時に受けることが可能な規定となっています。
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12．定期講習制度の創設
（法第36条の２）

【趣旨・背景】
・旧法では、選任された放射線取扱主任者の講習の義務の規定はなく、能力の維持・
向上は、自発的な研修にのみ委ねられていた。

・法令改正の詳細や事故から得られた教訓による再発防止のための講習は、制度とし
て位置づけられるべきである。

【ポイント】
①対象者
・許可届出使用者
・許可廃棄業者
・届出販売業者、届出賃貸業者
（以下の届出販売・賃貸業者を除く。）
・表示付認証機器のみを販売・賃貸する届出販売・賃貸業者
・自らは運搬又は運搬の委託を行わない届出販売・賃貸業者
（直接放射性同位元素を取り扱わない届出販売・賃貸業者）

（規則第32条第１項）

②受講間隔
・放射線取扱主任者選任後１年以内＊ その後は３年以内＊＊

＊ 選任前１年以内に受講していた者は、受講後３年以内
＊＊届出販売業者・届出賃貸業者（運搬等を行う者）は、受講後５年以内

（規則第32条第２項）

③定期講習の実施機関
・登録定期講習機関

（法第36条の２）

④受講科目及び受講時間

選任事業者 非密封線源、 密封線源のみ 届出販売・賃 許可廃棄業者
放射線発生装 の許可届出使 貸業者
置の許可使用 用者

課目 者
放射線障害防
止法に関する １時間以上 １時間以上 １時間以上 １時間以上
課目
放射性同位元
素等の取扱い １時間３０分 １時間以上 － １時間以上
に関する課目 以上
施設等の安全
管理に関する １時間３０分 １時間以上 － １時間以上
課目 以上
事故事例に関 １時間以上 １時間以上 １時間以上 １時間以上
する課目

（法別表第３、講習時間数告示第３条）
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【補足】
・定期講習を受講するのは、放射線取扱主任者ですが、法律上、許可届出事業者、届
出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は主任者に定期講習を受けさせること
が義務付けられます。

（法第36条の２）

・定期講習が義務づけられているのは、選任された放射線取扱主任者のみであり、放
射線取扱主任者の代理者や放射線取扱主任者免状を有する者であって放射線取扱主
任者に選任されていない者の受講について義務はありません。ただし、これらの者
の定期講習の受講を禁じる意味ではありません。多くの方が講習を通じて能力の維
持向上に努められることは望ましいことと考えています。

・定期講習には、登録機関の登録がなかったとき等に文部科学大臣が定期講習を実施
する旨の規定が置かれていません。これは、定期講習業務は、国の業務の代行性が
ない業務であるためです。このため、業務規程も認可ではなく届出制となっていま
す。

（法第41条の36）

【用語】
「定期講習」
登録定期講習機関等が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習

（法第36条の２）

「登録定期講習機関」
定期講習を行う登録機関。登録の要件は、知識経験を有する講師が法令に規定する

課目の講習を行うこと等
（法第36条の２、第41条の34）

【経過措置】
◎最初の定期講習
・放射線取扱主任者に選任された時期に応じて、平成17～19年度内に最初の
定期講習を受けなければならない。
・平成７年３月31日以前に選任された放射線取扱主任者
平成18年３月31日まで

・平成７年４月１日から平成14年３月31日までの間に選任された放射線取
扱主任者
平成19年３月31日まで

・平成14年４月１日以後に選任された放射線取扱主任者
平成20年３月31日まで
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Ⅴ．廃棄物埋設処分の規定の整備

13．廃棄物埋設に関する基準の整備
（法第４条の２、第19条の２、規則第７条第３項他）

【趣旨・背景】
・保管廃棄されている放射性廃棄物は、年々増加している。
・原子炉等規制法では、商業炉に起因する放射性廃棄物の埋設が認められ、事業が進
められている。

・文部科学省のＲＩ・研究所等廃棄物の処分事業に関する懇談会において、平成16年
３月に、ＲＩ・研究所等廃棄物の処分事業の実施主体に関する基本的考え方等が、
また、原子力安全委員会において、平成16年１月に、ＲＩ廃棄物の処分の安全規制
に関する基本的考え方がとりまとめられた。

・海外でも放射性廃棄物の埋設処分が一般的。

【ポイント】
○廃棄物埋設を行おうとする者の申請・届出について
①許可申請
・廃棄物埋設に追加的な申請事項：
- 廃棄物の性状及び量
- 放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置（段階管理）

・廃棄物埋設に追加的な添付書類：
- 廃棄物埋設地の立地場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等を記
載した書面

- 線量が基準に適合していることを示す書面
- 廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする
書面

- 現に行っている事業の概要に関する書面
（法第４条の２、規則第７条第３項）

②施設検査
・廃棄物埋設地が許可の内容に適合していることについて、文部科学大臣又は登
録検査機関の検査を受け、合格することが必要。

（法第12条の８第２項、規則第14条の15）

③埋設確認
・埋設する廃棄物並びに埋設時や埋設終了後に講じる措置が技術上の基準に適合
していることについて、その都度、文部科学大臣又は登録確認機関の確認を受
けることが必要。

（法第19条の２第２項、規則第19条の２）

④定期確認
・「１１．定期確認制度の創設」に記述のとおり。

（法第12条の10、規則第14条の20）

⑤放射線障害予防規程の届出
・廃棄物埋設を行う者は、放射線障害予防規程に、「廃棄物埋設地に埋設した廃
棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置に
関すること」を定めることが必要。

（法第21条、規則第21条第１項第12号）

⑥放射線取扱主任者の選任
・第１種放射線取扱主任者免状を有する者から少なくとも１人、放射線取扱主任
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者を選任することが必要。
（法第34条、規則第30条）

⑦廃棄の業の廃止の届出
・廃棄物埋設地の段階管理が終了し、廃棄の業を廃止したときは、その旨を届け
出ることが必要。

（法第27条、規則第25条）

○廃棄物埋設地の技術基準（施設の基準）
廃棄物埋設地の位置、構造及び設備は、次の基準に適合するようにすること。
・地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
・次の線量について、それぞれ線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他
のしゃへい物を設けること。
- 廃棄物埋設地内の人が常時立ち入る場所において人が受ける線量（線量限度：
１ｍＳｖ／週）

- 廃棄事業所境界及び廃棄事業所内の人が居住する区域における線量（線量限度
：２５０μＳｖ／３月）

・外周仕切設備を設ける場合には、以下の基準に適合すること。
- 自重、土圧、地震力等に対して構造耐力上安全であること。
- 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じら
れていること。

・管理区域の境界には、さく等の施設を設けること。
・管理区域境界には標識を付すこと。

（法第７条第３号、規則第14条の11第３項）

○廃棄物埋設地に係る廃棄業の許可の審査
廃棄業の許可の申請があった場合において、廃棄業の許可の基準である「その他放

射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物による放射線障害のおそれが
ないこと」に適合するかどうかを審査するときは、次の基準に適合するかどうかを審
査するものとする。
・埋設する廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質を含まないことその他の文部
科学大臣が定める基準 に適合する廃棄物のみを埋設するものであること。＊１

＊１ 具体的な基準として、以下の基準を告示で定める予定。
・埋設する廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質として、以下の物質を含
まないもの。
爆発性物質、揮発性物質、自然発火性物質、腐食性物質、等

・生活環境に影響を及ぼすおそれのある化学的に有害な物質として、以下の物
質を含まないもの。
水銀、鉛、カドミウム、ヒ素、六価クロム、セレン、ダイオキシン

・溶融又は固型化等の処理により、廃棄物からの上記の有害な物質の溶出量又
は含有量を基準値以下にしたもの。

・外周仕切設備その他の設備の設置又は管理期間における埋設された廃棄物に含ま
れる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置（段階管理）に
より、管理期間中及び予定管理期間終了後において、廃棄物埋設地跡地を利用し
た場合その他の文部科学大臣が定める場合 に人が受けるおそれのある線量が、＊２

それぞれ文部科学大臣が定める線量限度 以下となるようにするものであるこ＊３

と。
＊２ 廃棄物埋設地で想定される代表的な評価経路を今後告示で定める予定
＊３ 管理期間中の線量限度については１ｍＳｖ／年、また、管理期間終了後の
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線量限度については、原子力安全委員会等の審議の状況を踏まえ、今後告
示で定める予定。

・廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
（法第７条第４号、規則第14条の12）

○埋設する廃棄物の基準
埋設する廃棄物は、次の基準に適合するようにすること。
・廃棄物に含まれる放射能濃度が、申請書に記載した最大放射能濃度を超えないこ
と。

・埋設する廃棄物の強度、密閉性その他の性状が申請書に記載したものに適合して
いること。

・表面の線量当量率に応じた文部科学大臣が定める標識を付すこと。
・容器に固型化したものは、容易に消えない方法により、表面の目につきやすい箇
所に、放射性廃棄物を示す標識を付すこと。

・埋設確認申請書に記載された事項と照合できるような措置を講じること。
（法第19条第１項、規則第19条第１項第17号イ）

○埋設及び覆土に係る基準
埋設時や埋設終了後覆土を施すまでには、次の措置を講ずること。
・埋設する廃棄物に含まれる放射性同位元素の種類毎の総量が、申請書に記載した
種類毎の総量を超えないこと。

・埋設開始前においては溜まり水を排除し、埋設時においては雨水浸入防止措置を
講ずること。

・容器に固型化していない廃棄物を埋設する場合には、飛散防止措置を講ずるこ
と。

・外周仕切設備を設けた場合には、埋設時において外周仕切設備を随時点検し、設
備の損壊又は漏えいのおそれがあると認められるときには、必要な措置を講ずる
こと。

・埋設が終了した後において廃棄物埋設地に空げきが残らないよう、土砂等を充て
んすること。

・埋設が終了した廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備
が容易に露出しないように、周辺土壌に比して透水性の大きくない土砂等で覆う
こと。

（法第19条第１項、規則第19条第１項第17号ロ）

○廃棄物埋設地の管理等
①廃棄物埋設地の管理
廃棄物埋設地は次のように管理すること。
・埋設が終了した廃棄物埋設地には、廃棄物埋設地であること等を表示する立札
を設け、立札は見やすい状態に維持し、表示事項に変更が生じた場合には速や
かに書き換えること。

・管理期間中及び管理期間終了後に人が受ける線量が線量限度以下となるよう、
廃棄物埋設地の周囲にさくを設ける等の方法によって、人の廃棄物埋設地への
立入りの制限その他の行為を制限するための措置を講ずること。（※）

・外周仕切設備を設けた場合には、埋設終了後、外周仕切設備の外への放射性同
位元素の漏えいを監視し、漏えいがあったと認められるときには、必要な措置
を講ずること。（※）

・廃棄物埋設地周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所
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に地下水採取設備を設け、当該設備から地下水を採取し、地下水中の放射性同
位元素の濃度その他必要な項目 を測定すること。（※）＊４

＊４ 地下水中の有害物質の濃度の測定、測定頻度、測定方法等について、今
後告示において定める予定

・測定の結果、管理期間中又は予定管理期間終了後において人が受ける線量が、
それぞれ線量限度を超えるおそれのあると認められるときその他水質の悪化が
認められるときには、必要な措置を講ずること。
※段階管理を適用
放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のための措置として、それらの措置

を講じないことについて許可を受けた期間については、当該措置を講ずること
を要しない。

（法第19条第１項、規則第19条第１項第17号ハ）

②測定
廃棄事業所境界の放射線の量の測定は、すべての廃棄物埋設地を土砂等で覆うま

での間、１週間に１回以上行うこと。
（法第20条第１項、規則第20条第１項第４号）

③記帳
廃棄物埋設に係る以下の事項を記帳すること。また、これらの帳簿は、廃棄の業

の廃止まで保存すること。
・埋設した廃棄物の種類及び量並びに当該廃棄物に含まれる放射性同位元素の種
類ごとの濃度及び数量、埋設年月日及び場所、埋設従事者の氏名

・外周仕切設備の点検・監視年月日、結果、措置の内容及び点検・監視者の氏名
・地下水中の放射性同位元素の濃度等の測定年月日、結果、措置の内容及び測定
者の氏名

（法第25条第３項、第４項、規則第24条第１項第４号、第３項）

④廃止届、廃止に伴う措置の報告
廃棄物埋設地の管理の終了時において、埋設した廃棄物による放射線障害のおそ

れがないようにするために必要な措置を講ずる必要あり。
（法第28条、規則第26条第３号）

○廃棄物埋設の継続の確保
①廃棄物埋設を行う許可廃棄業者の相続
・廃棄物埋設を行う許可廃棄業者に相続があった場合は、相続人は、許可廃棄業
者の地位を承継する。

（法第26条の３）

②廃棄物埋設地の譲受け
・廃棄物埋設地等を譲り受けようとする者は、許可を受けなければならない。
・許可の基準等は、廃棄物埋設を行おうとする許可廃棄業者の許可の基準等と同
じ。

（法第26条の４、令第17条の４、規則第24条の６）

【補足】
○管理期間中及び予定管理期間終了後の線量の基準に適合することの評価について
・管理期間中及び予定管理期間終了後の線量の基準に適合することの評価にあたっ
ては、廃棄物埋設地の設計（外周仕切設備を設ける場合には、外周仕切設備も含
む。）、埋設する廃棄物の性状、段階管理の計画、廃棄物埋設地の周辺の土壌や
水理等の自然条件、土地や地下水の利用状況等の社会環境から総合的に評価しま
す。
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・なお、具体的な線量限度は、今後の原子力安全委員会や放射線審議会等による審
議の動向を踏まえ、今後、告示に定める予定ですが、予定管理期間終了後の線量
限度については廃棄物埋設地で想定される代表的な評価経路等を設定して線量限
度を整備する予定です。

・評価経路としては、上記の告示に示される評価経路を参考として、実際の廃棄物
埋設地で想定される評価経路により線量評価がなされることが必要です。この場
合、将来における廃棄物埋設地の周辺の自然現象や社会環境を現在の知見の延長
で想定し、現実的に起こると想定される評価経路を網羅的に抽出します。その中
から、計算するまでもなく明らかに線量及び発生頻度が極めて小さいもの、類似
した他の評価経路で代表されるものを除外し、代表となる評価経路を選定して計
算することとします。

（規則第７条第３項第２号、第14条の12第１号）

○経理的基礎について
・廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があることを示すために、廃棄の
業を遂行するのに必要な資金計画及び収支見積り等を許可申請の添付書類として
提出することが必要です。

・この場合の事業の範囲には、必要な施設や設備の建設・整備（廃棄物埋設地のみ
ならず、この事業に必要と思われる場合には、廃棄物埋設地以外に、廃棄物の保
管を行う廃棄物貯蔵施設や、廃棄物の詰替えを行う廃棄物詰替施設、廃棄物の処
理を行う廃棄施設も含まれます。）、廃棄物の受け入れや廃棄物埋設地への定置
等の操業（先と同様、この事業に必要と思われる場合には、廃棄物の保管、詰替
え、処理も含みます。）、数十年から数百年にもおよぶ廃棄物埋設地の段階管理
が含まれます。

・このような長期にわたる事業を安定に実施するための施設の建設等に係る資金計
画書と廃棄物の受け入れに伴う収入による収支見積り書及びその他経理的基礎を
有することを明らかにする書面が必要です。

（規則第７条第３項第３号、第14条の12第２号）

○段階管理について
・廃棄物埋設地には、法第４条の２第２項第７号ロの規定により、埋設する廃棄物
に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害防止のために講ずる措置（段階管
理）により管理を行うことが必要であり、許可申請時にあらかじめ段階管理の具
体的な内容とその期間を記載することとなります。

・段階管理の具体的な内容は、規則第１９条第１項第１７号ハに定められていると
おりですが、これらの措置を講じないことについて許可を受けた期間について
は、当該設備を維持することを要しないことや当該措置を講ずることを要しない
ことが定められています。

・段階管理の期間については、事業者があらかじめ放射線障害の防止の観点から埋
設する廃棄物の性状や廃棄物埋設地の特性に応じて必要な期間を申請書に記載す
ることとなります。この場合において、段階管理は有意な期間内に終了し得るも
のでなけれななりません。

（法第４条の２第２項第７号ロ、規則第19条第１項第17号ハ等）

・地下水中の放射性同位元素の濃度の測定については、予定管理期間終了時まで行
うことを要しているのではありません。他の段階管理の措置と同様、測定を行わ
ないことについて許可を受けた期間については、測定を要しないことが定められ
ています。

・また、線量限度を超えるおそれのあると認められるとは、測定で得られた放射性
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同位元素の濃度が、許可申請時における管理期間中及び予定管理期間終了後の線
量評価において廃棄物埋設地から地下水中へ移行すると想定していた量（濃度）
を超えるような場合を意味しています。

（法第４条の２第２項第７号ロ、規則第19条第１項第17号ハ(4)及び(5)）

・これらの段階管理の内容については、放射線障害予防規程に定め、届け出る必要
があります。また、段階管理の内容を変更した場合には、変更の届出をする必要
があります。

（法第21条、規則第21条第１項第11号の２）

○廃棄物埋設地の立地場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等を記載した
書面について
・廃棄物埋設地の立地場所については、「地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所」
のみならず、廃棄物埋設地は地下施設であることや長期の管理が必要であること
等を踏まえると、廃棄物埋設地において事故の誘因となる事象をできる限り排除
し、また、万一事故が発生した場合にもその影響の拡大を防止する必要がありま
す。そのために、廃棄物埋設地の立地場所における以下のような事象を許可申請
書の添付書類として求め、管理期間中及び管理期間終了後の線量評価とともに、
安全確保上支障がないことを確認する必要があります。
・自然環境－風向、風速、降水量等の気象

－地盤、地耐力、断層等の地質及び地形等
－河川、地下水等の水理
－地震、津波、地すべり、陥没、台風、高潮、洪水、異常寒波、豪
雪等の自然現象

・社会環境－河川水、地下水等の利用状況、農業、畜産業、漁業等食物に関す
る土地利用

－石炭、鉱石等の天然資源
（規則第７条第３項第１号、規則第14条の11第３項第２号）

○廃棄物埋設地の施設検査について
・施設検査は、法第12条の８第２項において、「……検査を受け、合格した後でな
ければ、…使用してはならない。」と定められています。

・一方、廃棄物埋設地に複数基の施設を設置する場合（例えば、複数基のコンクリ
ートピット（外周仕切設備）を設ける場合等）には、廃棄物埋設地全体として廃
棄の業の許可申請をし、許可を受けた後に、数基ごとに施設の建設及び施設への
廃棄物の定置等の操業が順次繰り返し行われることが考えられます。

・また、廃棄物の定置が終了した後に、外周仕切設備の上部にコンクリート製の蓋
（覆い）を設けたりすることも考えられます。

・従って、施設検査の申請は、許可申請書に記載された廃棄物埋設地について、施
設や設備の工事の進捗に応じて、段階的に、施設検査の申請ができることとしま
す。

・なお、少なくとも、廃棄物の定置を行う前には、廃棄物の定置を行う場所や施設
について、施設検査を受け、合格する必要があります。

（法第12条の８第２項、規則第14条の14）

○廃棄物埋設地の継続の確保について
・廃棄物埋設は、段階管理を予定している間は事業を継続することが必要であるた
め、他の事業者には見られない相続や施設の譲渡の許可の規定が置かれていま
す。

（法第26条の３、第26条の４、令第17条の４、規則第24条の６）
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【用語】
「廃棄物埋設」
放射性廃棄物の埋設の方法による最終的な処分

（法第４条第２項第７号）

「廃棄物埋設地」
放射性同位元素等を埋設又は外周仕切設備を設置するために土地を掘削した場所、

及び放射性同位元素等を埋設し、埋め戻した場所。なお、外周仕切設備やその他の廃
棄物埋設地に係る附属設備を含む。

（法第12条の９第２項、規則第14条の11第３項等）

「埋設確認」
廃棄物埋設を行おうとする許可廃棄業者が廃棄物埋設の都度、その措置が技術基準

に適合していることについて受ける確認
（法第19条の２第２項）

「登録埋設確認機関」
埋設確認を行う登録機関。登録の要件は、知識経験を有する主任埋設確認員と３人

以上の埋設確認員を有すること等
（法第19条の２第２項、第41条の24）
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Ⅵ．放射線取扱主任者制度の改正

14．放射線取扱主任者の選任区分の改正
（法第34条、第35条）

【趣旨・背景】
・数量及び濃度の小さい放射性同位元素の使用に関する規制の合理化を図る。
・販売業・賃貸業の届出化により、届出販売業者及び届出賃貸業者は、運搬及び緊急
時を除き、放射性同位元素を直接取り扱わないこととなる。

・国家試験を課さず、講習の修了のみで与えられる第３種放射線取扱主任者免状を新
設し、届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者が選任する放射線取扱主任者の資
格とする。

【ポイント】
・放射線取扱主任者免状と放射線取扱主任者の選任の区分

特 非特 密特 届 届 届 許 表 使表
定 密定 封定 出 出 出 可 示 用示
許 封許 線許 使 販 賃 廃 付 を付

事業者の区分 可 線可 源可 用 売 貸 棄 認 す特
使 源使 の使 者 業 業 業 証 る定
用 の用 許用 者 者 者 機 者認

主任者免 者 許者 可者 器 証
状の区分 免状取得に 可以 使以 届 機

必要な試験等 使外 用外 出 器
用の 者の 使 の
者 用

者
第１種 第１種試験、第１種講習 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
第２種 第２種試験、第２種講習 ○ ○ ○ ○ 選任
第３種 第３種講習 ○ ○ ○ 不要

【用語】
「登録試験機関」
放射線取扱主任者試験を行う登録機関。登録の要件は、法令に規定する課目の試験

を行うこと、知識経験を有する20人以上の試験委員が問題の作成及び判定を行うこと
等

（法第35条、第41条の26）

「登録資格講習機関」
放射線取扱主任者講習を行う登録機関。登録の要件は、法令に規定する課目の講習

を行うこと、知識経験を有する講師が講習を行うこと等
（法第35条、第41条の30）

※ 第２種「特定」の主任者免状は、第３種放射線取扱主任者免状とみなされます。
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【Ｑ＆Ａ】

Ｑ14
使用と販売業の主任者は、別の者にしなければならないのか。

許可届出使用者と届出販売業者は異なる事業であり、それぞれの事業における安全
管理の徹底のため、別の人を選任することとしています。
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15．放射線取扱主任者の選任の時期
（規則第30条第２項）

【趣旨・背景】
・旧法施行規則では、許可使用者及び届出使用者の放射線取扱主任者の選任の時期
は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用を開始するまでにしなければならな
い規定（旧規則第30条第３項）になっていた。施設検査に合格しなければ、放射性
同位元素又は放射線発生装置の使用は行えない。

・放射線発生装置の施設検査前の調整運転時に被ばく事故が発生したことから、調整
運転段階の安全確保の責任を明確化することとした。

【ポイント】
・放射線取扱主任者の選任は、放射性同位元素を使用施設若しくは貯蔵施設に運び入
れる前まで、又は放射線発生装置を使用施設に設置する前までにしなければならな
い。

（規則第30条第２項）

【補足】
・この規定における「放射線発生装置を使用施設に設置」とは、放射線の発生が可能
となる前段階をいいます。



許可届出使用者

規制の区分 表示付認証機器 表示付特定認証機器の 届出販売業者・ 許可廃棄業者
許可 届出使用者 届出使用者 使用をする者 届出賃貸業者

特定許可 使用者
使用者

許可 届出 届出 不要 届出 許可
(使用許可・届出とは別の許可・届出の別
届出)

取り扱う放射性同位元素 政令で定める数量を超える放射性同位元素 許可を要する 表示付認証機器の認証条 表示付特定認証機器の使 放射性同位元素の業と 放射性同位元素又
及びその行為 の使用 ものを除く放 件に従った使用 用 しての販売又は賃貸 は放射性同位元素

射性同位元素 (特定表示付認証機器 によって汚染され
の使用 の販売又は賃貸を除く) た物の業としての

廃棄
（表示付認証機器の認証条件に従った使用、表示付特定認
証機器の使用を除く ）。

使用の基準 ○ ○ － － － －

保管の基準 ○ ○ － － ○ ○
(許可届出使用者に委託)

運搬の基準 ○ ○ － － ○ ○
(運搬物の基準は課さない) (運搬物の基準は課さない)

廃棄の基準 ○ ○ ○ ○ ○ ○
(許可届出使用者、許可廃 (許可届出使用者、許可廃 (許可届出使用者、許可
棄業者に委託) 棄業者に委託) 廃棄業者に委託)

測定、教育訓練等の義務 ○ ○ － － － ○

放射線障害予防規程 ○ ○ － － ○ ○

○ － － － － － ○施設・定期検査、定期確認

該当するものの例 非密封の レベル計 レベル計 旧法の表示付ｶﾞｽｸﾛﾏﾄ イオン化式煙感知器 － －ガンマナイフ、
放射性同 密度計 等 密度計 等 ｸﾞﾗﾌ用ＥＣＤ ﾚｰﾀﾞｰ受信部切替放電管放射線発生装
位元素 非破壊検査 放射線計測器校正用線源置、大量の非 (設計認証を

装置等 等密封の放射性 受けなかった
同位元素 等 機器)

ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ
用ＥＣＤ

放射線取扱主任者 １種 １種 ２種 ３種 不要 不要 ３種 １種

備考 販売・賃貸のために直接取り扱う場合を含む 認証条件に従った使用を 認証条件に従った使用を 所持の制限のため販売 －
しない場合は数量に応じ 行わない場合は所持制限 ・賃貸の資格では運搬
て許可又は届出 違反となり許可・届出が する場合を除き、所持

必要 できない

取
扱
い
の
基
準
の
適
用

-
4
4
-
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Ⅶ．その他の規制の合理化

16．合併・分割の手続の合理化
（法第26条の２）

【趣旨・背景】
・我が国の経済情勢を反映し、企業の合併・分割が多数見られる。
・旧法では、合併・分割に際し、従来の使用者が一旦廃止の措置（線源の譲渡、汚染
の除去、廃棄物の廃棄）が必要。

・合併・分割に伴う手続の合理化を図る。

【ポイント】
・許可使用者、許可廃棄業者である法人の合併・分割において認可を受けた場合は、
放射性同位元素等、使用施設等、廃棄物詰替施設等を一体として承継した法人は、
許可使用者、許可廃棄業者の地位を承継する。

（法第26条の２第１項から第３項）

・届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者である法人
の合併・分割において、放射性同位元素等、表示付認証機器、貯蔵施設を一体とし
て承継した法人は、届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出
賃貸業者の地位を承継する。この場合、承継の日から３０日以内に届け出なければ
ならない。

（法第26条の２第４項から第８項）

【補足】
・認可を受けることができるのは、放射性同位元素、汚染された物、施設を一体とし
て承継する者に限られます。線源や施設の一部しか承継しないような場合は、対象
となりませんので留意願います。
※施行日である平成１７年６月１日付けの合併・認可については、施行日前に認可
の審査が行えないので適用されません。

【手続】
◎合併・分割の認可の申請に必要なもの
・合併契約書又は分割契約書の写し
・合併の当事者の一方が許可使用者又は許可廃棄業者でない場合は、その法
人の登記事項証明書

・合併・分割後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人の資
金計画及び事業の収支見積り、その他合併・分割後における許可廃棄業者
地位を承継することとなる法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理
的基礎を有することを明らかにする書面（廃棄物埋設を行う許可廃棄業者
である法人の合併・分割に限る。）
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17．医療分野における規制の整理
（令第１条）

【趣旨・背景】
・医療分野における二重規制
・放射性同位元素を用いた治験による医薬品開発の促進

【ポイント】
・以下のものを放射線障害防止法の規制対象となる「放射性同位元素」の定義から除
く。
・医薬品の原材料
・治験薬
・院内製剤（陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（文部科学大臣が厚生労働大臣
と協議して指定するもの））

・医薬品（旧令で既に規定）
・医療用具（文部科学大臣が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するも
の（旧令で既に規定）

（令第１条第２号から第５号）

【補足】
①医薬品の原材料について
・医薬品の原材料は、薬事法でも放射性医薬品の製造及び取扱規則により規制され
ています。

・製薬工場までの輸入・輸送及び試薬としての研究機関等への販売は、放射線障害
防止法上、届出販売業者の資格で行うこととなります。

・医薬品の原材料への加工は、許可使用者が行うこととなります。
②治験薬
・治験薬は、医療機関において治験に用いるものが放射線障害防止法の規制対象か
ら除かれます。

・厚生労働省では、医療法施行規則に放射性同位元素を含む治験薬も診療用放射性
同位元素と同様の規制を行う規定を置く予定です。

・製薬工場等での治験薬の製造は、研究開発の一環であり、放射線障害防止法の許
可使用者として行います。なお、治験薬は、医薬品の承認を受ける前のものであ
り、医薬品には該当しません。

③院内製剤
・院内製剤は、PET薬剤など医療機関において、治療及び診断のために調剤して患
者に投与される薬物であって、文部科学大臣が厚生労働大臣に協議して指定する
ものが放射線障害防止法の規制対象から除かれます。

・厚生労働省では、現在、PET薬剤については、医療法施行規則において診療用放
射性同位元素と同様の規制をおこなっています。その他の放射性同位元素を含む
院内製剤についても、今後、実態に応じ診療用放射性同位元素と同様の規制を行
うことが見込まれます。

・院内での院内製剤の製造については、放射線障害防止法の許可使用者として行い
ます。従前のまま使用する場合は、変更の許可を受ける必要はありません。
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18．移動使用の範囲の拡大
（令第９条）

【趣旨・背景】
・密封線源、放射線発生装置の移動使用の規制の合理化。
・放射線発生装置の種類及び使用目的の一部について、使用の場所の変更の都度許可
を得る必要がなく届出で足りることとする。

・使用の場所の変更の都度許可を得る必要がなく届出で足りる密封線源の範囲を拡大
する。

【ポイント】
①次の場合、放射線発生装置の使用の場所の変更の都度許可を得る必要がなく届出で
足りることとする。

使用の目的 放射線発生装置の種類 エネルギー量
橋梁等の非破壊検査 直線加速装置 ４メガ電子ボルト以上のエ

ネルギーを有する放射線を
発生しないもの

地下検層 コッククロフト・ワルトン １５メガ電子ボルト以上の
型加速装置 エネルギーを有する放射線

を発生しないもの
非破壊検査のうち文部科 ベータトロン 文部科学大臣が定めるエネ
学大臣が定めるもの ルギーを有する放射線を発

生しないもの
（令第９条、数量告示第３条第２項）

②使用の場所の変更の都度許可を得る必要がなく届出で足りる放射性同位元素の数量
の範囲を事業所外運搬のＡ１値とする。ただし、Ａ１値が３テラベクレルを超える
場合又は「制限なし」となっている場合は３テラベクレルとする。

（令第９条、数量告示第３条第１項）

【補足】
・４００ギガベクレル以上の密封線源を装備する機器を移動使用する場合において
は、密封線源の脱落を防止するための装置を備えなければなりません。

（規則第15条第１項第10号の３）

・放射線発生装置及び密封線源の移動使用に際しては、放射線取扱主任者免状を有す
る者の指示の下に行わなければなりません。放射線発生装置の移動使用について
は、第１種放射線取扱主任者免状を有する者の指示、密封線源の移動使用について
は、第１種放射線取扱主任者免状又は第２種放射線取扱主任者免状を有する者の指
示が必要です。

（規則第15条第１項第10号の４）

・ただし、３７０ギガベクレル以下の密封線源の移動使用については、当分の間 、※

第１種放射線取扱主任者免状又は第２種放射線取扱主任者免状を有する者に代え
て、第３種放射線取扱主任者免状を有する者又はガンマ線透過写真撮影作業主任者
の指示の下に行うことを認めることとしています。５年間のうちに第１種放射線取
扱主任者免状又は第２種放射線取扱主任者免状を有する者の指示の下に行うように
体制を整備してください。



- 48 -

※施行後、５年間を考えています
（改正規則附則第４条）

【手続】
○放射線発生装置の移動使用を行うには、まず、（変更）許可申請が必要
・使用の目的、方法に明記
※その後、許可を受けた使用目的のために使用の場所を一時的に変更する際
には、その都度届出が必要

○非破壊検査を業とする者が、この規定の適用を受けるには、まず、許可が必
要
・使用の目的、方法に明記
・機器の脱落防止機能の証明
※その後、許可を受けた使用目的のために使用の場所を一時的に変更する際
には、その都度届出が必要
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19．放射線発生装置の修理等の期間中に管理区域に立入る者の健康診断等の義務
の弾力化

（規則第22条の３）

【趣旨・背景】
・放射線発生装置の修理期間中に管理区域ではないものとみなすことを可能とする。

【ポイント】
・工事、修理、点検により７日間以上、放射線発生装置を運転しない場合には、当該
放射線発生装置に係る管理区域のうち、管理区域に係る基準値（外部放射線量、空
気中濃度、表面汚染密度）を超えるおそれのない区域について、当該期間に限り、
管理区域ではないものとみなす。

・放射線発生装置が当該管理区域に置かれていない（一時的に別の場所に移されてい
る）ときも同じ扱いができる。

（規則第22条の３第１項）

・管理区域ではないものとみなされている期間については、当該区域に立入る者に対
して健康診断、放射線の量の測定の義務を免除できる。また、教育訓練の内容を放
射線障害防止に必要な事項に合理化できる。

（規則第22条の２第１項第５号）

・この特例の適用を受ける期間は、放射線発生装置使用室や管理区域であることを示
す標識の近く並びに当該区域の出入口又はその付近に、放射線発生装置を運転して
いないこと又は放射線発生装置が置かれていないこと、その他必要な事項の表示を
付さなければならない。

（規則第22条の３第２項）

・放射線障害予防規程に放射線発生装置を運転しないときの管理区域へ立入る者の立
入りの管理、適用を受けるときに講ずる措置等に係る所内ルールを定めなければな
らない。

（規則第21条第１項第１号の４）

・また、当該区域への立入りの記録等を記帳しなければならない。
（規則第24条第１項第１号レ）

【補足】
・この特例の適用を受けるには、使用の許可申請又は変更許可申請時に管理区域のう
ちどの区域を対象とするかについて申請し、許可を受けておく必要があります。

（規則第２条第２項第４号）

・この特例の適用について許可を受けた許可使用者は、放射線発生装置の修理等の都
度、届出等を行う必要はありません。

・放射線発生装置を運転していなくても、同一区域で放射性同位元素を使用、保管し
ている場合は、本措置の適用は認められません。

【手続】
○この規定の適用を受けるには、（変更）許可申請が必要
・必ず７日間以上、放射線発生装置を運転しないことを明記
・管理区域のうちどの区域についてこの措置の対象とするかを申請
・放射化物や放射性同位元素による放射線の影響がないことなどを審査
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○また、上記の許可を受けた後、放射線障害予防規程の変更の届出が必要
・管理区域へ立ち入る者の立入りの管理、適用を受けるときに講ずる措置等
について規定
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20．自動表示装置等の設備の設置等を義務付ける放射性同位元素の数量の見直し
（規則第14条の７、第14条の11、数量告示第11条～13条）

【趣旨・背景】
・自動表示装置等の設備の設置について、一定の数量を超える放射性同位元素の使用
者及び放射線発生装置の使用者に対して義務付けられている。

・下限数量の見直しを踏まえ、これらの数値の規定を見直した。

【ポイント】
・自動表示装置の設置

：１個又は１式が400ギガベクレル以上の密封線源を使用する室
放射線発生装置を使用する室

（規則第14条の７第１項第６号、数量告示第11条）

・インターロックの設置
：１個又は１式が100テラベクレル以上の密封線源を使用する室
放射線発生装置を使用する室
ただし、当該室内において人が被ばくするおそれのある線量が線量限度以下と
なるようしゃへい壁等を設置している場合には、適用しない。（旧規定とお
り）

（規則第14条の７第１項第７号、第14条の７第６項、数量告示第12条）

・主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることを必要としない場合
：下限数量に1000を乗じて得た数量以下の密封線源を使用する場合

（規則第14条の７第４項、数量告示第13条）

・汚染検査室の設置を必要としない場合
：非密封線源 数量による特例の規定を設けない

密閉された装置内で使用する場合
（規則第14条の７第５項）

・排気設備の設置を必要としない場合
：数量による特例の規定を設けない。
排気設備の設置が著しく困難な場合であって、空気を汚染するおそれがないと
きには、設置を必要としない。

（規則第14条の11第１項第４号ただし書）

【補足】
・既存の施設であって、これまでこれらの室や設備を設ける必要がなく、今回の改正
による新しい基準値では設置に該当する施設（例：インターロックの場合、100Ｔ
Ｂｑを超え111ＴＢｑ未満の施設）も、室や設備を直ちに設ける必要はありませ
ん。次回の当該施設の変更のときに新しい基準を適用した施設としてください。

（規則附則第２条）



- 52 -

21．旧法の表示付放射性同位元素装備機器（表示付ガスクロマトグラフ ＥＣ用
Ｄ）の使用の条件

（旧表示付放射性同位元素装備機器告示）

【趣旨・背景】
・旧法により設計の承認がされ、機構確認を受け使用の届出又は許可を受けている表
示付放射性同位元素装備機器（表示付ガスクロマトグラフ用ＥＣＤ）は、新法の下
での表示付認証機器とみなされる。

・表示付認証機器は、認証条件に従って使用する場合には、一般の放射性同位元素の
使用の許可・届出を要しない。使用開始後30日以内に新法第３条の３の規定に基づ
き、表示付認証機器の使用の届出が必要であるが、旧法の下での表示付放射性同位
元素装備機器に係る届出又は許可は、新法第３条の３の届出とみなされる。

（改正法附則第４条第１項）

・この新法の表示付認証機器とみなされる旧法の表示付放射性同位元素装備機器に係
る新法の認証条件は、告示で定めることとされている。

（改正法附則第４条第２項）

【ポイント】
①使用の条件
・同一の者が、年間2,000時間を超えてガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャ
プチャ・ディテクタ（以下「ディテクタ」という。）から50cm以内に接近しない
こと。

・ディテクタを交換する場合のほかディテクタをガスクロマトグラフからみだりに
取りはずさないこと。

・ディテクタから放射性同位元素を取り出さないこと。
・ディテクタ及びキャリアガス（試料成分を展開溶出するガスをいう。以下同
じ。）の温度が三百五十度を超えないこと。

・キャリアガスとして腐食性のガスを用いないこと。
・ディテクタにキャリアガス又は試料以外の物を入れないこと。

（表示付放射性同位元素装備機器告示第１条）

②保管の条件
・ディテクタを設置する部屋に施錠その他ガスクロマトグラフをみだりに持ち運ぶ
ことができないような措置を講じて保管すること。

（表示付放射性同位元素装備機器告示第２条）

③運搬の条件
・ディテクタを運搬する場合は、開封されたときに見やすい位置に「放射性」又は
「Radioactive」の表示を有している容器を用いること。

（表示付放射性同位元素装備機器告示第３条）

【Ｑ＆Ａ】

Ｑ21
改正法の附則で旧法の許可や届出は新法の許可や届出とみなす旨の規定がある

のに廃棄・廃止等の様式の提出を求めるのはなぜか。

Ｑ２の４．を参照下さい。




